
お泊りデイサービスについて 

 

１ お泊りデイサービスの概要 

■サービスの最低限の質を担保するという観点から、H27.4.30 国が指針を規定 

「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外の

サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」 

■指針の概要 

❶サービス概要：指定通所介護事業所が、営業時間外にその設備を利用し、当該通

所介護利用者に必要な介護などの日常生活上の世話を夜間に介護保険制度外のサ

ービスとして提供 

❷届出制：利用者保護の観点から指定通所介護等の利用者に対するサービス提供

に支障がないかを指定権者（市又は県）が適切に判断できるよう、お泊りデイサービ

スの実態を把握するため導入 

❸対象者等 

□利用者・家族の状況から、一時的に居宅生活に支障がある者 

□緊急時又は短期的な利用に限る 

□やむを得ない事情により連続利用が予定される場合、ケアマネ等と密接に連携

し、他の介護保険サービス等への変更も含め、事情に応じたサービス提供を検討 

 

２ 宇部市の届出状況等 

■年度別届出数  

Ｈ２７：３、Ｈ２８：１、H２９：１、H３０：１、R２：１、R３：３、R４：１  計１１箇所 

■これまでに７箇所廃止 

■現在は、４箇所１９名定員に５名程度の利用 

 

３ お泊りデイサービスの課題 

■介護保険制度外のサービスで、指針は示されているが管理権限がなく、利用者の

安全と適切なサービス水準の担保等の把握が難しい 

 

４ 他市の取組 

■下関市では、権限が及ぶ「“指定通所介護事業所等の設備”を当該サービス以外

のお泊りデイサービス利用者が占有する懸念が残る」ことを理由に、指定通所介護事

業所等の設備を利用したお泊りデイサービスを認めない取り扱いとしている。 

 

５ 今後の対応 

■R７年度から、当面の間、指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用したお

泊りデイサービスを認めない取り扱いとすることを検討 

資料３ 


